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Ⅰ．はじめに 

 

伏見橋は、道営広域営農団地農道整備事業 胆振西部地区（平成２年度～平成 11 年度、

事業主体：北海道）において、平成 10 年度に造成し、造成後は洞爺湖町が管理してきた橋

梁であるが、平成 26 年 11 月に崩落し、現在、伏見橋を含む約 1.4km 区間が通行止めとな

っている。 

当該路線が通行できないことによる地域農業への影響は著しく、一刻も早い機能復旧が

必要であるため、北海道が事業主体となり、農地整備事業（通作条件整備-保全対策型）西

洞爺地区（平成 27 年度～平成 29 年度）として当該路線機能を復旧することとした。 

本報告では、崩落した橋梁の撤去及び路線機能を復旧するための検討事項等について紹

介する。 

 

 

Ⅱ．概要等 

 

１．崩落の判明 

   平成 26 年 11 月７日午前８時 30 分頃、地域住民からの通報により伏見橋が崩落して



いることが判明した。洞爺湖町側のＡ１橋台周辺の基礎地盤が流亡したことによりＡ

１橋台が崩落し、周辺地盤の変状が生じていないＰ１橋脚が支点となって上部桁が座

屈している状況であった。洞爺湖町は同日中に橋梁箇所前後を通行止めとするととも

に、迂回看板を設置して安全確保に努めた。 

 

２．崩落した伏見橋の概要 

 

 

 ３．本路線が通行できないことによる影響 

本路線は、通作や農産物を輸送する上で重要な路線であるが、今回の伏見橋前後区

間の通行止めにより、豊浦町で生産された野菜類を洞爺湖町成香に位置する野菜集出

荷施設へ輸送する上での影響が非常に大きい。 

   現在は、道道や国道を利用して迂回（距離にして３～４倍）しているが、迂回によ

る燃料代及び運転労力の増加によって営農に著しい支障を来しており、農業者や関係

団体からは、一刻も早い路線機能の復旧が望まれている。 

 

 

Ⅲ．崩落した原因の検証 

 

伏見橋の崩落を受け、平成 26 年 12 月５日に学識経験者等で組織する「伏見橋崩落調査

委員会」を洞爺湖町が設置し、崩落の原因究明等を目的として調査及び検証を行うととも

に、北海道農政部は同年 11 月 14 日に「伏見橋調査検証会議」を設置し、造成時の設計及

び施工について検証し、伏見橋崩落調査委員会に報告した。 



 ここでは、胆振総合振興局産業振興部農村振興課が伏見橋崩落調査委員会に参画した立

場から、崩落原因に関する調査検証結果について、伏見橋崩落調査委員会報告書（平成 27

年３月・洞爺湖町）より抜粋して紹介する。 

 

 １．設計施工の妥当性について 

  １）崩落橋台の設計支持層の調査及び評価 

崩落後にボーリング調査を行った結果、Ａ１橋台の基礎掘削面は支持層以深に位

置し、Ａ１橋台はＮ値 30 以上の支持層を基礎としていたことを確認。 

  ２）橋梁設計の妥当性及び安定性照査 

設計当時の基準を用い、崩落後のボーリング調査試験等で確認した地盤定数を設

定して安定性を照査した結果、基準を満足し妥当であり、所要の安定性を確保して

いることを確認。 

  ３）橋梁施工の妥当性評価 

施工に関する収集資料を基に橋梁施工者へ聞き取り調査した結果、施工方法は適

切であり、地盤反力は平板載荷試験を監督員が立会確認、出来形も監督員が立会確

認しており、施工は妥当と評価。 

 

 ２．維持管理について 

道路の維持管理は、洞爺湖町が１回/月の頻度でパトロールを実施し、路面状況や道

路構造物を目視確認しており、崩落直前の平成 26 年 10 月 28 日のパトロールでは異

常は確認されていない。また、橋梁長寿命化修繕計画の策定を目的とした橋梁点検は

平成 24 年８月～９月に実施されており、この段階で橋梁及び橋梁付近に変状等は確

認されていない。 

 

 ３．伏見橋の崩落原因 

  ○素因は、本地域が洞爺湖火砕流台地の浸食域に

位置する地形的特性を有し、浸水に脆く下刻作用

や側方浸食を受けやすい軽石流堆積物が分布す

る地質的特性を有していることである。 

  ○主因は、浸食崩壊頭部から恒常的に発生してい

る湧水であり、融雪期や降雨時には相当量が流下

していたものと推察される。また、崩壊進行の副

因として降雨（表流水）、凍上、地震が影響した

ものと考えられる。 

  ○Ａ１橋台の崩落は、浸食崩壊が下流から上流に

向かい進行したため、平成 24 年の橋梁点検以降

に浸食崩壊が急速に進行し、橋台部に到達して崩

落に至ったものと推察する。 

 

 

 



Ⅳ．既設下部工の健全性評価 

 

 １．概要 

   復旧工法を検討するにあたり、今回の事象において浸食の影響を受けず、軽微な損

傷に留まっているＰ１橋脚及びＡ２橋台の健全性を調査し、かつ、復旧する橋梁の耐

震性能の決定に際し、道路橋示方書（日本道路協会・平成 24 年）（以下、「Ｈ24 道示」

という。）にて要求される耐震性能に対してどのような状況にあるか検証した。 

 

 ２．健全性の試験概要 

   既設下部工の健全性の評価は、衝撃振動試験による構造物の健全度評価法（NETIS 

CB-090013-A）により行った。この試験は、対象物に対して重錘で打撃し、その際に発

生する波動を計測することにより固有振動数を求める非破壊試験である。 

 

 

また、当初設計は道路橋示方書（日本道

路協会・平成６年）及び「兵庫県南部地震

による被災した道路橋の復旧に係る仕様」

の準用に関する参考資料により実施され

ているが、Ｈ24 道示にて照査した際に十分

な耐震性能を有しているか、不足する場合

はどの部位、部材がどの程度不足している

かを照査し、復旧橋梁形式選定の基礎とし

た。 

 

 

  

今回の伏見橋における健全度

評価は、衝撃振動試験により得

られた固有振動数（実測値）と、

当初設計の諸元より算定した固

有振動数（設計値）を対比して

行った。 



３．試験・照査結果 

 １）衝撃振動試験結果 

    試験は、上部桁撤去前と撤去後の２度実施した。 

    ２度の試験結果はともに、実測値＞設計値となっており、既設下部構造は健全で

あると判断された。 

 

  ２）既設下部構造照査結果 

    Ｈ24 道示により既設下部構造を照査した結果、以下の問題があった。 

○Ｐ１橋脚  Lv2 地震動時タイプⅠ、Ⅱにおける柱基部の耐力不足 

○Ａ１橋台  Lv2 地震動時タイプⅠ、Ⅱにおける底版の耐力不足 

    上記の耐力不足は、支点条件の変更や軽微な補強で対応が可能であり、新設する

Ａ１橋台を固定端とした橋梁形式にて復旧を行えば、Ｈ24 道示で求められる耐震性

能を満足することが可能となった。 

 

 

Ⅴ．崩落した橋梁の解体撤去について 

 

１．解体撤去対象 

   解体撤去は、崩落したＡ１橋台及び

上部桁（附帯する支承、伸縮継手、高

欄等を含む）であり、Ｐ１橋脚及びＡ

２橋台については、健全性を確認し、

継続利用とするため対象としない。 

 

２．解体撤去方法 

  １）基本事項 

    工法選定に際しては、Ａ１橋台の底版下面が

露出（特に前趾）し、非常に不安定な状態であ

るため、安全かつ確実な工法を選定する必要が

あり、以下を踏まえて決定した。 

○橋台周辺土砂の崩落進行や、上部桁の撤去に伴う橋台位置の変位による工事災

害の防止 

○桁材等の予期せぬ落下による事故の防止 

 

このため、工法の基本的な設計方針を以下のとおり定めた。 

○橋面上には一切の重機を据え付けず、かつ、Ａ１橋台位置の変位を抑制する安

定化対策を実施する。 

○主たる施工機械の進入及び据付は橋梁の上流側とする。 

○崩落地内部へは、重機械の進入は行わず、必要最小限の作業に留める。 

 

 

 



  ２）橋台安定化対策の決定 

    崩落したＡ１橋台は、底版下面が露出し、上部桁を撤去した際に橋台が大幅に変

位する可能性が高い状態であったため、橋台位置の変位を抑制する安定化対策とし

て求める性能を以下のとおり定めた。 

○橋台位置の変位を抑制し、かつ、解体撤去時の重機足場の安定化を図ること 

○仮設であるため、設置・撤去が比較的に容易に行えること。 

○橋台周辺での人力・機械作業を最小限に出来ること。 

○湧水の影響を受けないこと。 

上記を踏まえて工法を検討した結果、切込砕石で橋台周辺を充填（埋め戻す）す

る工法に決定した。 

    切込砕石の投入は、橋台周辺への接近が困難かつ危険であるため、クラムシェル

を装着したクレーンにて行い、また、崩壊沢地線上に対しては切込砕石による埋戻

しが盛土となるため、盛土としての安定性照査を行い、その結果から耐候性大型土

のう（積層）による土留工を併用した。 

 

  ３）解体撤去工法の決定 

    撤去工法は、標準的工法２案と新技術工法（NETIS SK-140009-A）１案の計３案に

ついて、現地への適合性、安全性及び経済性を比較検討した結果、第３案の「コン

クリートクラッシャー工法」を選定した。 

 

 

  ４）施工状況 

 

 
 

 

 



Ⅵ．道路機能の復旧工法の検討 

 

 １．復旧位置の検討 

   道路機能を復旧する際、崩壊地を避け、復旧位置を抜本的に見直すことも考えられ

るが、以下の理由により原位置で復旧することとした。 

○路線を上流側若しくは下流側に移動する場合においても、今回同様の浸食が発達

してくる可能性があること。 

○道路線形を見直した場合、浸食被害を未然に防ぐ対策が必要となるが、将来的な

浸食を予測した対策は困難である。一方、原位置による復旧は浸食が通過した状

況にあり、浸食の要因である湧水に対して、効果的な浸食防止対策を講じること

が出来ること。 

○線形の移動は、大規模な土工や構造物が伴い、長期の施工期間及び相当な建設費

用を要し、地域農業や財政負担に大きな影響が生じること。 

 

 ２．復旧工法の検討 

   伏見橋は河川等を横断する橋梁ではなく、橋梁による復旧が必須条件ではない。 

よって、盛土による復旧案と橋梁による復旧案について比較検討し、かつ道路管理

者と協議した結果、経済性（初期コスト）については盛土による復旧案が有利となる

ものの、以下の理由により橋梁による復旧案を選定した。 

○盛土案の場合、最大盛土高が約 40m となり、安定性を考慮すると複数年による段

階的施工が必要であるため、橋梁案に対して工期が長期化（供用の遅れ）する。 

○盛土案は崩壊地を含めた沢地一体を盛土で覆うため、湧水の影響による盛土内の

変状の目視確認が困難であるため、計測機器等を使用した監視体制を検討する必

要がある。一方、橋梁案も橋台周辺は埋め戻すこととなるが、範囲が限定的であ

り、土留工や管理桝を監視することで変状の有無を確認できる。 

 

 ３．崩壊地対策の検討 

   橋梁を復旧する上で、同様の事態が再発しないよう橋台周辺の湧水処理対策をはじ

め、崩落により崖地形状となった地形の安定性を図る崩壊地対策が必要となるため、

基本的な設計方針を以下のとおり定めた。 

○崩落の要因となった湧水及び地表水は確実に排除する。 

○湧水処理を行う際は地山土粒子の流出防止を徹底する。 

○崖形状となった崩壊地は安定勾配に整形する。 

○日常監視や維持管理の容易性も考慮する。 

 

  １）崩壊地部の復旧基本形状 

    崩落した橋台周辺の復旧形状は、復旧する橋梁規模に与える影響及び経済性等を

総合的に評価し、復旧する橋台周辺は周辺地盤高程度に埋め戻し、その下流区間は

オープン形式とすることを基本とした。 

 



  ２）湧水の集排水方法 

   ・調査により位置確認されている湧水を暗渠管で集排水する。 

   ・崩壊地断面の埋め戻しは、透水材（切込砕石）を使用し、底部に暗渠管を樹状型

に配置することで全方位からの湧水に対応する。 

   ・地山である軽石流堆積物の吸い出し流亡を防止するため、埋め戻し材の接地面、

暗渠管の周囲には吸出防止材や防水シートを敷設する。 

・排水放流箇所の選定は、放流箇所での新たな下刻作用の発生を防ぐため、断面及

び河床が安定している箇所まで導水する。 

 

  ３）崩壊地部の切土勾配 

    露出した崖地の土質、土壌硬度及び橋梁前後の現況切土勾配を考慮し、「1：1.2」

勾配に決定した。 
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 ４．橋梁形式の検討 

  １）線形条件・荷重条件 

    道路の平面線形及び縦断線形、各荷重条件は造成時の条件を踏襲した。 

 

  ２）橋梁形式の比較 

    基本設計において以下の３案を比較検討し、経済的な③案に決定した。 
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橋台崩壊部断面図 橋台下流崩壊部断面図

植生マット

吸出し防止材

暗渠排水管φ300

防水シート

1:1.2 1:
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植生マット

植生マット

（有孔管）
暗渠排水管φ300切込砕石

コルゲートパイプφ600

地下暗渠管模式図

比較案 概要 上部工形式 橋長
橋台
形式

橋台基礎形式
橋台背面
土留形式

コスト比

①案
崩落した橋台位置に橋台を復旧
し、既設同様の橋梁規模とする
案

２径間連続非合成鈑桁
49.5m
（既設
同様）

逆Ｔ式 鋼管杭φ800mm
Ｌ型擁壁
＋
杭基礎

1.13

②案
崩壊地を避けた位置に橋台を復
旧し、橋長を伸長する案

２径間単純合成鈑桁 68.7m 逆Ｔ式 直接 橋台翼壁 1.17

③案

崩落した橋台位置に橋台を復旧
し、かつ、橋台底版部の掘削土
留規模を低減するため、大口径
深礎とする案

２径間連続非合成鈑桁
49.5m
（既設
同様）

壁式 深礎φ6000mm 補強土壁 1.00

8200
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23620

アスファルト舗装　t= 7cm
ＲＣ床版　t=22cm

橋台前面埋戻し高
EL=170.50

Ｍ

Ｍ

Ｆ

橋　長

桁　長

支間長

Ａ－２

Ｐ－１

A－１

底版増厚補強 既設利用既設利用

1:1.2

1:1.5

補強土壁

上部構造形式

及び架設工法

道　路　区　分

上部工形式

架設工法

Ａ－１橋台

Ｐ－１橋脚

Ａ－２橋台

下部構造形式

及び基礎形式

第３種第４級

２径間連続非合成鈑桁

クレーン架設

壁式橋台（大口径深礎基礎）

逆Ｔ式橋台（杭基礎）：既設利用（底版補強）

壁式橋脚（杭基礎）：既設利用

橋　　　長 49.500ｍ

桁　　　長 49.300ｍ

支　間　長 2@24.000m

有 効 幅 員 車道7.000ｍ

総　幅　員 8.200ｍ

橋梁計画諸元

縦 断 勾 配

横 断 勾 配 2.00%

平 面 線 形 Ｒ＝∞

斜　　 　角 θ＝90-00-00

線 形 条 件

活　荷　重 Ｂ活荷重

雪　荷　重 １ＫＮ／ｍ
荷 重 条 件

2

耐震設計条件

重　要　度

耐震設計手法

耐 震 性 能

設計水平震度

支　　　承

Ａ種の橋

レベル１地震動：静的解析法（H24道示）

レベル２地震動：静的解析法（H24道示）

レベル１地震動：耐震性能１（H24道示）

レベル２地震動：耐震性能３（H24道示）

ゴム支承（１点固定）

i=7.44%

レベル１躯体：0.21　土砂：0.17（H24道示）

崩壊地対策工  断面・模式図  

③案  橋梁一般図  



Ⅶ．おわりに 

 

 伏見橋の復旧については、平成 28 年度内の供用再開を目指し、現在、橋梁及び崩壊地

対策工事を進めている。 

 今回の伏見橋のような農業生産基盤施設に損傷や損壊が生じた場合、地域農業や地域住

民生活への影響を最小限に留めるために一刻も早い復旧が必要となるが、それを実現する

上で重要と考えられるポイントを今回の事例を踏まえて以下に記載する。 

 

○施設の復旧に向け、施設管理者とともに北海道が初期対応から積極的に関与すること。 

市町村等に譲与した施設であっても、北海道は施設造成者として知識や情報を提供

し、復旧に向けた助言を行うなど、施設管理者と一体となって迅速に取り組むこと

が重要。 

 

○施設造成者は施設造成後、整備履歴、設計諸元及び設計図等の必要な資料や情報を電

子データとして保存・蓄積・管理すること。 

原因究明や復旧対策を検討する上で、施設に係る設計資料等があれば効率が良い。 

施設管理者に関係資料を引き継ぐのみではなく、北海道においても資料や情報を保

存・蓄積し、管理することが望ましい。 

 

○現場条件や対策内容が特殊な場合は、設計段階から施工者の意見を十分に聞くこと。 

特殊な現場条件での工事、または実績の少ない工法を採用する場合、工事目的物を

造成するためにはどのような仮設工事が必要となるのか、どのような施工順序にな

るのか、それに要する施工日数はどの程度か等を把握し、それらを総合的に検討し

た上で設計内容を決定することが重要。現場着手してから問題点が発生すると復旧

工程の遅延に繋がる。 

 

 

 


